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１.プログラムの目的 

 

平成２４年、全国で登下校中の児童生徒が死傷する事故が相次いで発生したことから、

平成２４年８月に各小学校の通学路において関係機関と連携して緊急合同点検を実施し、

必要な対策内容についても関係機関で協議してきました。 

引き続き通学路の安全確保に向けた取組を行うため、このたび、関係機関の連携体制を

構築し、「米沢市通学路交通安全プログラム」を策定しました。 

今後は、本プログラムに基づき、関係機関が連携して、児童生徒が安全に通学できるよ

うに通学路の安全を確保します。 

 

 

２．通学路安全推進会議の設置 
 

関係機関の連携を図るため、以下をメンバーとする「米沢市通学路安全推進会議」を設

置しました。本プログラムは、この会議で議論し、策定しました。 

 

・国土交通省山形河川国道事務所  

・山形県置賜総合支庁 （道路計画課） 

・米沢警察署 （交通課・生活安全課）          

・米沢市 （土木課・生活安全課・子育て支援課）           

・米沢地区交通安全協会          

・米沢市教育委員会 （学校教育課）       

・その他必要に応じて学校・保護者・地区より 

 

３．取組方針 
 
（１）基本的な考え方 
   継続的に通学路の安全を確保するため、緊急合同点検後も合同点検を継続するとと

もに、対策実施後の効果把握も行い、対策の改善・充実を行います。 
   これらの取組をＰＤＣＡサイクルとして繰り返し実施し、通学路の安全性の向上を

図っていきます。 
 
  ［通学路安全確保のためのＰＤＣＡサイクル］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

対策の実施 

合同点検の実施 

対策の検討 Do 

Check 

Action 

Plan 

対策の改善・充実 

対策効果の把握 
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（２）定期的な合同点検 

 ○合同点検の実施時期等 

  ・４月中に各小学校で通学路の安全点検を実施し、危険個所を教育委員会に報告します。 

・危険個所及び具体的内容を整理し、６～７月に数日間に分けて、学校や地区と一緒に

合同点検を実施します。 

・冬期間に関する危険箇所については、積雪時(１月下旬頃)にも合同点検を行います。 

・年度途中に危険箇所が確認された場合は、随時報告をもらい、適宜点検を実施します。 

  

○合同点検の体制 

・小学校ごとに、学校、保護者、道路管理者、警察、交通安全協会、教育委員会、自治

会等が参加する合同点検を行います。 

 

（３）対策の検討 

○合同点検の結果から明らかになった対策必要箇所について、箇所ごとに、歩道整備や防

護柵設置のようなハード対策、交通規制や交通安全教育のようなソフト対策など対策必

要箇所に応じて具体的な対策案を検討します。 

 

（４）対策の実施 

○対策の実施にあたっては、関係者間で連携を行います。 

 

（５）対策効果の把握 

○合同点検結果に基づく対策実施後の箇所等について、実際に期待した効果が上がってい

るのか、また児童生徒等が安全になったと感じているのか等を確認するため、対策実施

後の効果を把握するための手法を検討し、対策効果の把握を実施します。 

 

（６）対策に対する効果の検証 

○対策実施後も、合同点検や効果把握の結果を踏まえて、対策内容の改善・充実を図りま

す。 

 

４．箇所図、箇所一覧表 

 

小学校ごとの点検結果や対策内容については、小学校ごとの「対策一覧表」を作成し、

学校を通じて関係機関で認識を共有します。 

 

【別添資料】 

  別添① 対策一覧表  令和７年度の点検実施分です。 

          それぞれの箇所の詳細については、米沢市教育委員会 学校教育課 指導担当 

(２２－５１１１ 内線７４０１)または、各小学校にて把握しております。
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別添① 

【点検・対策検討メンバー】各小学校(各中学校)、PTA関係者、町内関係者、見守り隊等地域関係者、 

国道交通省山形河川国道事務所、山形県道路計画課、米沢市土木課・環境生活課・子育て支援課、米沢警察署、米沢市地区交通安全協会、米沢市教育委員会 

       

令和７年度 通学路の合同点検箇所と対策等一覧 
       

学校 路線名 箇所名・住所 通学路の状況・危険の内容 対策内容 事業主体 対策年度 

興譲小 

市道興譲小北通り線 
丸の内２丁目 

学校北側 

積雪により車の対面通行が不可に

なる。歩道が見えない高さまで雪

が積り危険である。 

・児童への指導 

・除雪の継続実施、排雪の早期実施 

学校     

米沢市    

継続指導 

R７済み 

市道松が岬公園北部小

線 

丸の内２丁目 

米沢東高校東側 

冬期間、米沢東高校側に雪が堆積

するため、反対側を児童が通行す

る。その際、流雪溝に児童が落下

する危険がある。 

・児童への指導 

・除雪の継続実施、排雪の早期実施 

学校     

米沢市    

継続指導 

R７済み 

東部小 

市道花沢バイパス松川

橋線 

下花沢２丁目   

花沢ガード付近 

外側線、横断歩道線が薄くなって

いる。  

・児童への指導 

・通学路の安全指導 

学校     

警察 

継続指導 

R７済み 

市道相生橋通町五丁目

線外 

東１丁目 

宮坂考古館から

サクサ前までの

南北道路 

外側線、グリーンベルトが薄くな

っている。 

コメリ米沢東店前十字路の東側に

横断歩道を１本増設できないか。 

・児童への指導 

・外側線の再表示 

・通学路の安全指導 

学校 

米沢市 

警察 

継続指導 

R７済み 

R７済み 

市道下花沢１丁目六部

線 

下花沢１丁目 

米沢森林事務所

前  

速度注意喚起文字、外側線が薄

い。 

・児童への指導 

・外側線、注意喚起文字の再表示 

学校 

米沢市 

継続指導 

R７済み 
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西部小 

県道綱木米沢停車場線 

舘山四丁目    

米沢市立第三中

学校南側 

グリーンベルトが消えている箇所

が多い。                     

歩道がないのに車通りが多く、冬

期間はさらに危険。 

歩道が狭く、夏場は融雪溝に蓋を

する等して、歩行範囲の確保が必

要。 

・児童への指導 

・グリーンベルト、ドットライン、 

注意喚起文字の再表示、除雪の強

化、歩道の確保 

・横断歩道線の再表示 

学校    

山形県 

警察 

継続指導 

R７済み 

R７済み        

県道綱木米沢停車場線 

矢来１丁目 

矢来踏切前 T字

路                 

横断歩道線と停止線が薄くなって

いる。 

・児童への指導 

・横断歩道線、停止線の再表示 

学校 

警察 

継続指導 

R７済み 

県道綱木米沢停車場線 

御廟２丁目 

旧キムラ御廟店

付近 

冬期間、積雪により通行が困難に

なる時がある。 

・児童への指導 

・除雪の強化 

学校 

山形県 

継続指導 

R７済み 

南部小 

市道松が岬１丁目松川

左岸線 
門東町１丁目   

道幅が狭く幅の広い側溝がある。

隙間があるので落下の危険があ

る。 

・児童への指導 

・除雪をこまめに行い、歩道スペー

スを確保する。 

学校 

米沢市 

継続指導 

R７済み 

                  

市道福田町１丁目大町

三丁目線 

本町３丁目  

旧米沢商業高校

北側 

冬期間、積雪により歩道が狭くな

り危険である。 

・児童への指導 

・除雪、排雪の強化 

学校 

米沢市 

継続指導 

R７済み 

主要地方道米沢猪苗代

線 

本町２丁目    

ヨークベニマル

門東町店西側 

冬場になると、雪で歩道が埋まっ

て危険。車道を歩くこともある。 

・児童への指導 

・除雪、排雪の強化 

学校 

山形県 

継続指導 

R７済み 

               

市道福田町１丁目大町

三丁目線 

大町１丁目 

可祝屋前変則十

字路付近 

信号があるが、高い塀があるため

車の往来がよく見えない。側溝に

ふたがない場所が多く落下の危険

がある。除雪で側溝があふれ水浸

しになることも多い。 

・児童への指導 

・溢水時の対応の確認 

学校 

米沢市 

継続指導 

R７済み 
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県道板谷米沢停車場線 福田町２丁目 

歩道が狭く、冬場に児童が安全に

歩行する空間が確保されていな

い。 

・児童への指導 

・除雪、排雪の強化 

学校 

山形県 

継続指導 

継続要望 

北部小 

市道北部団地１３号線 
中央７丁目北部

小西側     

交通量が多く道幅が狭い。外側線

がほとんど消えている。規制時間

表示が消えている。 

・児童への指導・外側線の再表示 

・規制時間表示文字の再表示 

学校 

米沢市 

警察 

継続指導 

R７済み 

R７済み 

市道春日住宅２号線外 

春日３丁目 

セブンイレブン

春日３丁目南側  

朝を中心に、県道米沢浅川高畠線

（土橋町通り）への抜け道になっ

ており危険。 

・児童への指導 

・外側線・ドット線の再表示 

学校 

米沢市 

継続指導 

R７済み 

県道米沢浅川高畠線外 

中央７丁目 

登起波牛肉店前

十字路 

横断歩道線が消えている。 
・児童への指導 

・横断歩道線の再表示 

学校 

警察 

継続指導 

R７済み 

愛宕小 

  

堀川町     

笹井内科クリニ

ック東側道路 

工事車両、受診車両が多く危険で

ある。 

・児童への指導 

・関係機関への指導 

学校 

米沢市 

継続指導 

R７済み 

  

堀川町           

ヤマザワ堀川町

店 

店舗出入口の車両の出入りが多く

危険である。                                  

※注意喚起の看板もあり、学校で

登下校の際に指導をしている。 

・児童への指導 学校 継続指導 

万世小 

市道八幡原五丁目牛森

線 

万世町牛森 

森の子園東側道

路           

学童児童が多数通る道である。道

幅が狭いが、外側線と注意喚起文

字が薄くなっている。 

・児童への指導 

・外側線、注意喚起文字の再表示 

学校 

米沢市 

継続指導 

R７済み 

市道万世小桑山住宅線 

万世町桑山 

万世郵便局前十

字路                         

自動車が多数行き交う交差点であ

るが、横断歩道線が消えかかって

いる。 

・児童への指導 

・横断歩道線の再表示 

学校 

警察 

継続指導 

R７済み 
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市道桑山住宅３号線 

万世町桑山  

桑山第２公園付

近十字路 

児童がよく集まって遊ぶ公園付近

の交差点であるが、「止まれ」の

表示が消えかかっている。 

・児童への指導 

・止まれ文字の再表示 

学校 

警察 

継続指導 

R７済み 

広幡小 

県道広幡窪田線 

広幡町沖仲 

デイサービス愛

遊付近 

カーブで見通しが悪く、特に朝は

交通量が増え、スピードを出す車

が多いため、児童が道路を横断す

る際に危険である。 

除雪後の雪が道路脇に高く積み上

がり、道路を横断する際の妨げに

なる。 

・交通安全協会への看板設置要望  

・児童への指導 

教育委員会

学校 

R７済み 

継続指導 

国道２８７号線 

下小菅地区 

川西町と広幡地

区の境界から島

貫土建の間 

登校時の横断歩道がない国道の横

断が危険である。 

除雪後の雪が道路脇に高く積み上

がり、自宅から道路を横断して歩

道に行く際の妨げになる。 

・児童への指導 

・除雪の強化 

・通学路の安全指導 

学校 

山形県 

警察 

継続指導 

R７済み 

R７済み 

国道２８７号線 
上小菅地区 

学校付近十字路  

十字路の除雪が悪く、児童が歩行

する際危険である。 

・児童への指導 

・歩道除雪の強化 

学校 

山形県 

継続指導 

R７済み 

塩井小 

市道原口東線 
塩井町塩野    

原口交差点 

国道２８７号線に出る自動車が一

時停止をするが、民家が塀を建て

たため、見通しが悪くなってしま

い危険である。 

・児童への指導 

・停止線、止まれ文字の再表示 

学校 

米沢市 

継続指導 

R７済み 

市道坊中町春日三丁目

線  

塩井町塩野    

塩井アンダーパ

ス西交差点     

８月に自転車と自動車が接触する

事故があった。再発の防止に向け

て、対応を進めていく。 

・児童への指導 

・外側線、センターライン、注意喚

起文字、減速マーク、自転車マー

ク、飛び出し注意文字表示 

・停止線の再表示、交通取締り強化 

・チラシの配布、見守りの強化 

教育委員会 

市町村 

警察 

安全協会 

R７済み 

R７済み 

R７済み 

R７済み 
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窪田小 

  

窪田町窪田     

窪田小学校東側 

敷地内 

校地内を通り抜ける車両があり、

児童の登下校及び野外活動の際

に、危険である。 

・登下校時車両の一方通行依頼 学校 R７済み 

市道窪田小東廻り線外 
窪田町窪田    

学校北東十字路  

新設された道路の方が広いが優先

ではない。止まれの表示もなく停

止線も見えづらい。 

・児童への指導 

・ドット線の再表示 

学校 

米沢市 

継続指導 

R７済み 

市道荒川下小瀬線 窪田町小瀬  

停止線が薄く、止まれの表示が見

えづらい箇所がある。事故も多発

していて危険である。 

・児童への指導 

・停止線、止まれ文字の再表示 

学校 

警察 

継続指導 

R７済み 

市道矢野目舘東線 窪田町窪田  
止まれの表示や停止線がなく優先

道路が分かりづらい。 

・児童への指導 

・停止線の表示 

学校 

市町村 

継続指導 

R７済み 

市道中田町窪田２号線 窪田町小瀬      
車両停止線が薄く、止まれの表示

が見えづらい箇所がある。 

・児童への指導 

・停止線、止まれ文字の再表示 

学校 

警察 

継続指導 

R７済み 

市道小瀬矢野目線 窪田町矢野目    
車両停止線が薄く、止まれの表示

が見えづらい箇所がある。 

・児童への指導 

・停止線、止まれ文字の再表示 

学校 

警察 

継続指導 

R７済み 

市道小瀬矢野目線 窪田町窪田    
車両停止線が薄く、止まれの表示

が見えづらい箇所がある。 

・児童への指導 

・停止線、止まれ文字の再表示 

学校 

警察 

継続指導 

R７済み 

上郷小 市道中ノ目東屋敷線 
大字竹井    

木和田橋西側 

木和田橋から東屋敷線との交差点

の横断歩道前がＳ字カーブになっ

ており、見通しが悪く、運転者か

らすると突然横断歩道が目の前に

あらわれる感覚で、スピードを落

とさないままの車が多く危険であ

る。 

・児童への指導 

・注意喚起文字の再表示 

学校 

米沢市 

継続指導 

R７済み 
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市道浅川天王前線 
大字下仁井田 

浅川公民館付近                         

浅川公民館は浅川地区児童のスク

ールバスの乗降車場となってい

る。該当児童は徒歩で集合する

が、左記の道路が、ちょうどその

時間帯に米沢浅川高畠線から２３

６号線へ抜ける車が多く、道幅も

狭いため危険である。 

・児童への指導 

・取締り強化、停止線と止まれ文字

の再表示 

学校 

警察 

継続指導 

R７済み 

市道上郷小西線 
大字川井   

学校西側      

高畠方面と米沢方面をつなぐ抜け

道になっており、スピードが出て

いる車が多く、児童が歩く際すれ

違う幅が狭いため危険である。ま

た、積雪時、さらに道幅が狭くな

る。 

・児童への指導 

・外側線の再表示 

・規制時間文字の再表示 

学校 

米沢市 

警察 

継続指導 

R７済み 

R７済み 

市道川井道下東線 
大字川井    

東北中央道側道                  

側道の「止まれ」の道路標示が薄

くなり、車が止まらないことが多

い。 

・児童への指導 

・止まれ文字の再表示 

学校 

米沢市 

継続指導 

R７済み 

松川小 

市道石垣町福田町線） 

大字芳泉町   

芳泉学校記念館

付近               

指導横断線が薄くなっている。 
・児童への指導 

・指導横断線の再表示 

学校 

米沢市 

継続指導 

R７済み 

県道板谷米沢停車場線 通町二丁目      
歩道が狭いため、グリーンベルト

を東側にも設置してほしい。 

・児童への指導 

・グリーンベルトの設置 

学校 

山形県 

継続指導 

R７済み 

 


